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１．研究の背景と目的 

開発事業による人為的な影響が生物多様性の損失

の直接的要因となっている（CBD，2010）。これに

対処する政策として欧米諸国等では開発事業による

生物多様性への影響を、回避、最小化することを優

先的に実施し、その後に残る影響を代償することに

より、生物多様性の損失をゼロとすること（ノーネ

ットロス）を法的に義務化している（宮崎，2011）。

この代償行為は「生物多様性オフセット」とも呼ば

れ、その方法として、開発事業者が自ら実施する代

償のみならず、米国、豪州等では第三者があらかじ

め自然環境の復元・創造を行い設立する「生物多様

性バンク」からクレジットを購入することで開発事

業による影響をオフセットする行為が認められてい

る（TEEB，2011）。 

英国では、2012 年 4 月から 2014 年 4 月にかけて

生物多様性オフセットのパイロットプロジェクトを

実施しており、開発事業者による自発的な生物多様

性オフセットの選択を目指している。英国における

生物多様性オフセットバンキングに関する既往研究

では、環境省（2014）は環境影響評価制度の観点か

ら英国を含む諸外国の同制度の導入状況を明らかに

し、宇敷（2012）はパイロットプロジェクトの実施

段階の状況を明らかにしている。しかし、英国にお

ける保護区域指定制度や開発許認可制度の観点から

同制度の関連性の整理とパイロットプロジェクト実

施から現在に至る動向は明らかにされていない。 

 そこで、本研究は生物多様性オフセットバンキン

グのパイロットプロジェクトが終了し、法制度化が

期待される英国を対象に、最新動向を整理し、日本

に同制度導入の際の課題を整理することを目的とす

る。 

 

２．研究方法 

英国政府、関連機関が発行する文書から調査を行

う。 

 

３．研究結果 

３－１．英国における生物多様性オフセットに関連

する制度 

 原則として全ての EU 加盟国は共通の目的の達成

を求めるハビタット指令、環境責任指令によりノー

ネットロス政策を有している。英国の国内制度にお

ける生物多様性オフセットに関連する制度を表 1 に

整理した。これらの制度によって、英国ではハビタ

ット指令における保護区域に加えて独自の保護区域

が指定されている。また、開発計画の許認可制度に

生物多様性オフセットの要求が組み込まれている。 

 

３－２．生物多様性オフセットのパイロットプロジ

ェクトについて 

英国では、英国環境白書（2011）において、自発

的なアプローチによる生物多様性オフセットの有効

性を試験するため、6つの地域（図 1）でパイロット

プロジェクトを実施することを発表した。パイロッ

トプロジェクトの実施に合わせ、豪州の手法を参考

に生物多様性オフセットに用いる生態系評価手法を

開発した。開発された評価手法は質×係数×面積に

より算出を行う。質は、特殊性（2～6）と状態（1

～3）を乗ずる。係数は、復元の難度（1～10）、復

元までにかかる目標年数（年率 3.5％）、ゲインの達

成が見込める場所（1～3）を乗ずる。 

パイロットプロジェクトの対象地に選定された地

域当局は、英国環境・食料・農村地域省（以下 Defra）

が作成したガイダンスを参考に、Defra、環境保護団

体、専門家等と協働し、パイロット地域独自のガイ

ダンスや、地域固有の種や生息地を保全するための

地域オフセット戦略を策定した。 

 
表 1 英国における生物多様性オフセットに関連する制度 
制定年

(改訂年) 名称 内容（抜粋） 

1981 
(2004） 

野生生物と田
園地方法 

EU 指令に基づく保護区域、ラムサール条約
登録湿地等から構成される SSSI（Sites of 
Special Scientific Interest）に影響を及
ぼす開発事業は代償の実施を義務付ける 

1988 
(2011) 

都市農村計画
（環境影響評
価）規則 

開発事業の許認可制度の中に、環境影響評
価の手続きを導入し、開発事業が、生息地
に重大な影響を及ぼす場合、影響の回避、
低減、可能ならばオフセットを要求する 

1990 都市農村計画
法（106 節） 

開発事業による利益の一部を公共施設の整
備に充てさせる権限を地域局に付与し、開
発計画の許認可の段階で地域局が開発事業
者に自然復元などを要求する 

2004 
 

計画及びプロ
グラム（環境ア
セスメント）規
則 

計画、プログラムが生息地に重大な影響を
及ぼし得る場合、影響の回避、低減、可能
な限りオフセットを要求する 

2005 計画方針文書
9 項 

開発計画において考慮すべき事項や手続き
等を示しており、開発による生物多様性と
地質に与える影響が十分に回避、低減でき
ない場合には、適切な代償措置を実施しな
ければならないとし、これが不可能であれ
ば事業認可を与えないとしている 

2006 
自然環境と地
方のコミュニ
ティ法 

全ての公権力を有する者は生物多様性保全
を考慮することを義務付ける, 
また、保全すべき生息地のリストを作成 

2012 
国家計画方針
フレームワー
ク 

生物多様性への影響を十分に回避、最小化、
最終手段としての代償をすることが出来な
い開発計画は許可を与えない また、可能
な限りネットゲインを要求するという国家
方針を定めた 



 

 

 

 

 

 
図 1 パイロットプロジェクト対象地域 

 
また、パイロットプロジェクトの統括評価をコン

サルタント会社の Collingwood Environmental 

Planning 社と欧州環境政策研究所に委託している。 

このように、パイロットプロジェクトの実施体制

を整えているが、パイロット地域における生物多様

性オフセットの実施事例は報告されていない

（ENDS report，2013）。 

 
３－３．英国における生物多様性バンキング事例 

 パイロット地域外ではあるが、2012 年 12 月に住

宅開発事業者である Taylor Wimpey 社が Oxfordshire

において 98 の戸建て住宅開発を計画し、2013 年 4

月に地域当局から開発許可を得た。その際、都市農

村計画法 106 節の契約として生物多様性オフセット

が要求された。Taylor Wimpey 社は、約 18 ㎞離れた

ナショナルトラスト団体である Earth Trust が保有す

る Bushey Bank から 2.2 ヘクタールの牧草原地のク

レジットを購入した。クレジットの算出は、英国唯

一の生物多様性バンキングの仲介業者である The 

Environment Bank 社がパイロットプロジェクト評価

手法をもとに 15 年の復元及び維持管理費用に

51,000 ポンドが必要であると算出し、2013 年 9 月

に Taylor Wimpey 社は Earth Trust に同額を支払って

いる。なお、本事例が、初めてパイロットプロジェ

クトの生態系評価手法が用いられた生物多様性オフ

セットであるとされている（ENDS report，2013）。 

 

３－４． 英国の生物多様性オフセットの動向 

英国における生物多様性オフセットの制度化へ向

けた動向を表 3 に整理した。英国における生物多様

性オフセットに関する動向は、研究者による同制度

の基礎的研究による政府への提案を起因とし、パイ

ロットプロジェクトの実施から同制度の有効性及び

課題を抽出し、改善しようとしていることが伺える。 
 

 

表 3 英国の生物多様性オフセット制度化へ向けた動向 
年月 事柄 内容 

2009.4 

Jo Treweek らによる生
物多様性オフセットバ
ンキングのスコーピン
グ研究の発表 

英国における生物多様性オフセ
ットバンキングの実施にむけた
具体的な方法論を Defraに提案し
た 

2010.9 
John Lawton らによる
Making Space for 
Nature の報告書発表 

英国の生息地の変化を明らかに
し、生息地を確保するための方法
をとして、生物多様性オフセット
バンキングが有効であると Defra
に提案した 

2011.6 英国全土の生態系サー
ビスの評価を実施 

土地利用の変化が生物多様性へ
多大な影響を与えていることが
明らかになった 

2011.6 環境白書の発表 

ノーネットロスの方針を採択す
ること及び生物多様性オフセッ
トバンキングのパイロットプロ
ジェクトを実施することを発表 

2012.4 
パイロットプロジェク
トを開始 

2012 年 4 月～2014 年 4 月にかけ
て 6つの地域で生物多様性オフセ
ットバンキングのパイロットプ
ロジェクトを実施 

2013.9 
生物多様性オフセット
バンキング制度化へ向
けた草案の発表 

生物多様性オフセットバンキン
グの実施基準案を示した 
また、国民に諮問を求めた 

2014.3 英国環境監委員による
草案に対する返答 

政府、専門家、環境保護団体等の
多様なステークホルダーから生
物多様性オフセットバンキング
に対する課題や意見が挙げられ
た 

2015. 
夏（予定） 

草案の改善案の発表 
素案に対する返答を踏まえ、
Defra が改善案を発表する予定 

 

４．結論と考察 

 英国では、環境影響評価制度だけでなく、保護区

域指定制度や、開発許認可制度において生物多様性

オフセットの実施を要求している。そして保護区域

指定制度等により影響を回避すべき対象が示されて

おり、既存の情報を活用することで、影響の評価を

簡易的に行うことが出来る。日本においては評価手

法に対して、地域の生物多様性の特性に応じて評価

手法を選択する必要があるという案を示しているが、

まずは各地域の重要な種及び生息地の情報を整理し、

そのうえで試験的に評価手法を構築し、実証実験を

重ね、改変していく方向性が望まれる。 

パイロットプロジェクトに関しては、あくまでボ

ランタリーベースの生物多様性オフセットの実施を

目指していたため、オフセットの実施に至らないケ

ースが多くあったのではないだろうか。米国のよう

に、法的な義務が必要だろう。 

英国では生物多様性オフセットバンキングの実施

を仲介する組織として民間企業の The Environment 

Bank 社が設立されており、クレジットの算出、オフ

セット地の確保等を通して生物多様性オフセットバ

ンキングの実施を進めている。日本への生物多様性

オフセットバンキング導入の初期段階には The 

Environment Bank 社のような、開発者、土地所有者、

政府との仲介を担う企業が設立され、企業の視点か

ら市場の形成を促進することが望ましいだろう。 
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